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はじめに  
 
 
 
 

基本構想策定の目的 
「福祉の村」は、総定員200人以上の障がい福祉サービスを提供し、総定員800人

規模の生きがい活動・スポーツ活動施設を持つ岡崎市の複合型福祉拠点として、重要な

役割を担ってきました。 

しかし、創設から30余年が経ち、現場では、「清楽荘」、「若葉学園」を有する建物の

老朽化や、「めばえの家」のニーズの増大に伴う狭あい化などの課題も生じており、長期

的視野に立ったあり方を展望すべき時を迎えています。 

そこで、これからの「福祉の村」が担っていくべき機能・役割を検討し、基本構想に

とりまとめました。 

「福祉の村」の各施設の概要 

№ 開設年 名称 定員 
建物面積 
（㎡） 

事業内容 主な対象者 

1 昭和 49 年 清楽荘 200 人 1,181 
高齢者の健康増進、教養の向上、レクリエーションの
ための「老人福祉センター」。日帰り入浴もできる。 

一般高齢者 

2 昭和 55 年 友愛の家 100 人 455 
身体障害者福祉法上の身体障がい者福祉センター。平
成 18年 10月から障害者自立支援法上の地域活動支援
センターの位置づけを付加。 

身体障がい者 

3 昭和 55 年 体育館 500 人 715 
福祉の村利用者の健康増進、機能回復訓練、スポーツ
指導、交流会、各種行事の場として使用。 

各施設通所者、 

一般住民 

4 昭和 55 年 若葉学園 35 人 1,113 
児童福祉法上の知的障がい児通園施設。３歳児～小学
校入学前の子どもの療育訓練を行っている。 

知的障がい児 

・発達障がい児 

5 昭和 55 年 希望の家 30 人 555 
知的障害者福祉法上の知的障がい者通所授産施設か
ら、平成 21 年４月に障害者自立支援法上の就労移行
支援・就労継続支援（Ｂ型）の事業所に移行。 

知的障がい者 

6 昭和 59 年 めばえの家 30 人 294 
障害者自立支援法上の児童デイサービス事業所。０～
２歳児の障がい児と母親が母子通園し、療育指導を受
ける。 

知的障がい児 

・発達障がい児 

7 昭和 61 年 そだちの家 60 人 916 
知的障害者福祉法上の知的障がい者通所更生施設か
ら、平成 21 年４月に障害者自立支援法上の生活介護
事業所に移行。 

知的障がい者 

8 平成３年 のぞみの家 60 人 1,040 
知的障害者福祉法上の知的障がい者通所授産施設か
ら、平成 21 年４月に障害者自立支援法上の生活介護・
就労継続支援（Ｂ型）の事業所に移行。 

知的障がい者 

9 平成９年 みのりの家 ５人 180 

在宅の知的障がい児・者の生活自立に向け、２泊３日
の短期宿泊、共同生活体験を行う施設。障害者自立支
援法上の地域生活支援事業として障がい者自立生活
訓練事業を実施。 

知的障がい児・者

10 平成 13 年 にじの家 20 人 762 
身体障害者福祉法上の身体障害がい者デイサービス
センターから、平成 18 年 10 月に障害者自立支援法上
の生活介護事業所に移行。 

身体障がい者 
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「福祉の村」をめぐる課題 
１ 障がい児・者を支援する総合拠点施設としての位置づけ 

「福祉の村」は、障がい児・者を支援する総合拠点施設としての位置づけを検討し 

ていくことが求められます。 

２ ３障がいのなかの精神障がいへの対応 

全国的に、精神障がい者への福祉は他の障がいへの福祉に比べて立ち遅れており、 

また、「福祉の村」には精神障がい者支援機能がないことから、そのあり方を検討し 

ていくことが求められます。 

３ 地域に開かれた障がい者の交流の場、サロンの検討 

「福祉の村」は、障がいの有無に関わらず、市民が広く日常的に交流する機能が不 

十分であることから、地域に開かれた障がい者の交流の場、サロンとしてのあり方

を検討していくことが求められます。 

４ ３障がいに発達障がいを含めた総合相談体制の検討 

３障がいに発達障がいを含めた「福祉の村」での総合相談体制のあり方を検討して

いくことが求められます。 

５ 障がい児療育施設（「めばえの家」、「若葉学園」）の検討 

発達障がい児や「気になる子」の増加を受け、「福祉の村」における障がい児療育施

設（「めばえの家」、「若葉学園」）のあり方を検討していくことが求められます。 

６ 「気になる子」の専門的な相談機能の検討 

発育・発達上の「気になる子」の増加を受け、岡崎市における専門的な相談機能の

あり方を検討していくことが求められます。 

７ 「福祉の村」への医療機能の設置の検討 

適切な療育のためには、医療との連携が不可欠であることから、「福祉の村」での医

療機能のあり方を検討していくことが求められます。 

８ 就労支援・コーディネート機能の検討 

近年、国の障がい者施策では就労支援が強く打ち出されていることから、「福祉の村」

における福祉的就労（「のぞみの家」、「そだちの家」、「希望の家」）機能や一般就労

へのコーディネート機能のあり方を検討していくことが求められます。 

９ 重複重度障がい者への支援の検討 

重複重度障がい者の生活上の課題に対しては、様々な公的な支援の必要性が高く、

岡崎市での支援強化方策を検討していくことが求められます。 

10 緊急時、一時に対応できる宿泊施設の検討 

市民アンケート等でも要望がある、緊急時、一時的に対応できる宿泊施設の岡崎市

でのあり方を検討していくことが求められます。 
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「福祉の村」における各施設の現状と課題 

 

「福祉の村」における各施設の主にハード面における現状と課題は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○若葉学園・清楽荘 
・昭和 49年の建築で、福祉の
村の中では最も古い 
・障がい児関連施設と高齢者
福祉施設に利用されており、
音の問題等の課題がある 
・駐車場不足 

○にじの家 
・平成 13年の建築で、福祉
の村の中では最も新しい 
・建物配置の面では、他の
施設や外部空間（庭や緑）
とのつながり少ない 

○そだちの家 
・昭和 61 年建築 
・各室から前庭へつながりがあ
り、広がりを感じるが、コンクリー
トの土間・アスファルトにより芝
庭とのつながりが断たれている 

○みのりの家 
・平成９年建築 
・バリアフリーになっていない 
・同性利用しかできない 

○のぞみの家 
・平成３年建築 
・大型事業所で多機能型 

○めばえの家 
・昭和 59年建築 
・友愛の家の一部を用途
変更し拡大したものの、
利用者数に対する面積
不足が解消できていない 
・駐車場不足 

○友愛の家 
・昭和 55 年建築 
・各種団体のニーズへの対応、
相談する場の確保ができない 
 

○体育館 
・昭和 55 年建築 
・空調等の設備が無い 

○希望の家 
・昭和55年建築 
 

◎「福祉の村」全体の共通課題 
・駐車場不足：敷地内通路等に車が溢れている 
・それぞれの建物と外部空間（自然）との繋がりが少ない 
・福祉の村全体で施設間の繋がりを含めた配置の検討が必要（建物と建物の関係や繋がりが少ない） 
・福祉施設的な雰囲気を和らげるために、採光、天井、内装材等により生活感を持たせるなど、工夫が必要 

・通路に駐車 
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 「福祉の村」の今後のあり方  
 

「福祉の村」の基本方向 
「福祉の村」の将来的なあり方について、以下の３つの基本方向を掲げます。 

基本方向１ 障がい児・者を支援する総合的拠点 

「福祉の村」は、開設以来、岡崎市の障がい児・者、高齢者に対する日中活動の多機

能拠点として、中心的な役割を果たしてきました。しかし、市内各地に高齢者施設が新

たに建設されるなど機能の分散化が進む一方、各施設の老朽化や、障がい児支援ニーズ

の増大に伴う狭あい化が進んでいます。 

そこで、発達障がい児への地域療育支援など、今日的な課題にも対応していけるよう、

障がい児・者への機能の特化並びに再編を図り、障がい児・者支援機能の強化、総合的

な相談支援機能の創設、障がい種別に応じたリハビリテーションの場の充実などを進め

ます。 

基本方向２ 障がい児・者支援の役割分担の明確化 

市内には、愛知県が経営する「第二青い鳥学園」や知的障がい者更生施設「藤川寮」、

社会福祉法人が運営する入所型の障がい者支援施設など数多くの福祉資源が存在してい

ます。 

「福祉の村」は、障がい児・者を支援する市の総合的拠点として中心的な役割を果た

しますが、他の障がい児・者機関との役割分担を明確化し、他の施設では行うことので

きない高度な機能や民間事業者の参入が少ない事業などの支援に特化した機能的な施設

とします。 

基本方向３ 障がい児・者支援ネットワークの構築 

市内には、福祉サービス事業所や相談支援事業所、療育施設など数多くの福祉資源が

存在しています。障がい児・者が年齢を重ねるごとに、福祉サービスへのニーズも変化

していくことから、種別の異なる施設間でのより緊密な情報の共有、サービス提供にあ

たっての連携が必要となります。 

そこで、「福祉の村」に障がい児・者の総合的な相談体制を構築し、施設単位の支援を

コーディネートすることにより、一人ひとりの障がい児・者が地域に根ざしたライフス

テージを想定できるような障がい児・者支援ネットワークを構築します。 
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各施設の今後のあり方 

(1) 「めばえの家」・「若葉学園」 

◇ 「福祉の村」整備の第１期事業として、現在の「清楽荘」・「若葉学園」がある建

物を取り壊し、「（仮称）こども発達センター」を設置します。 

◇ 「めばえの家」、「若葉学園」は、「（仮称）こども発達センター」内に設置し、総

合的に子どもの発達を支援していきます。 

◇ 「めばえの家」の定員を増員します。 

◇ 「若葉学園」は、各プレイルームの間取りに余裕を持たせることや、会議室など

転用可能な部屋を確保することにより、将来的な需要拡大に対応できるあり方を目

指します。 

 (2) 「そだちの家」・「のぞみの家」・「希望の家」 

◇ 「福祉の村」整備の第１期事業終了後に、施設の更新・リニューアルも視野に入

れながら、３施設のあり方を介護系と就労系に再編していきます。 

◇ 定員については、要望の多い「就労移行支援」と「生活介護」を増とし、「就労継

続支援Ｂ型」の具体的な定員数は、市内施設の新法移行及び整備状況をみながら検

討していきます。 

◇ 受け入れ人数の量的な拡充のほか、一般就労移行にむけた相談・コーディネート

機能の強化に努めていきます。 

 

(3) 「友愛の家」・「体育館」 

◇ 「友愛の家」、「体育館」は長期的には建て替えを進めていきます。 

◇ 「友愛の家」では、現在有する機能に加えて、障がいの有無を問わず誰もが集え

るサロン的な居場所としての機能、情報提供機能、障がい者の就労・在宅生活等に

関する総合的な相談機能を付加していきます。 

◇ 精神障がい者支援として、「友愛の家」に付加する機能のなかで、「コミュニケー

ションの支援」、「相談支援」を充実していきます。 
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・交流・相談機能を大幅拡充 
・就労支援機能を拡充 

・現施設を増改築して一時
宿泊機能を拡充 

・増築した施設を利用して
生活介護機能を拡充 

 

・こども発達相談センター 
・こども発達診療所 
・療育部門 
・めばえの家 
・若葉学園 

(4) 「にじの家」・「みのりの家」 

◇ 在宅で重複重度障がい者が利用できる「にじの家」のような施設は、全体的に不

足しているため、施設の拡充・定員増を検討していきます。 

◇ 「みのりの家」を増改築することにより、定員増を図るとともに、「医療的ケアを

伴わない障がい児・者」がより多く宿泊体験できるよう検討していきます。 

◇ 「みのりの家」において、男女を問わず、緊急時に一時的に宿泊できるよう検討

していきます。 

 

「福祉の村」の施設配置 
第 1期事業として、老朽化の進む「若葉学園・清楽荘」を取壊し、「（仮称）こども

発達センター」を整備します。「清楽荘」は、廃止とします。 

第2期事業以降については、まず、「みのりの家」、「にじの家」の増改築し、各機能

を強化します。 

次に、既存建物の耐用年数や設備等に考慮しつつ、順次「友愛の家」、「体育館」、「希

望の家」の建て替えを行ないます。
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① 早期の発見、診断、療育 

② 保護者も含めた包括的な支援 

③ 地域療育の向上を目指した関係機関との連携強化 

 

１ （仮称）こども発達相談センター【こども発達センター相談部門】 

発達障がいについての医療相談や事後相談、保健所・保育園・幼稚園・ 

学校など関係機関とのコーディネートを行う。 

２ (仮称)こども発達診療所【こども発達センター診療部門】 

主に軽度の発達障がいの診察・診断を行う。 

３ （仮称）こども発達センター療育部門 

診療後の医師からの指示によるリハビリテーションや、保育園、幼稚  

園からの外来療育も行う。 

４ めばえの家 

０～２歳児の母子通園型の福祉的な療育（児童デイサービス）を行う。 

５ 若葉学園 

３～５歳児の母子分離型の福祉的な療育（知的障がい児通園施設）を 

行う。 

「（仮称）こども発達センター」のあり方 

(1) ３つの基本方針・５つの機能 

「（仮称）こども発達センター」の３つの基本方針 

 

 

 

 

「（仮称）こども発達センター」の５つの機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 子どもの発達支援体制 

◇ 療育相談や発達上で気になることなどについて、気軽に利用できる相談の場の提

供に努めます。 

◇ 軽度の発達障がいレベルの診断を行い、適切な療育訓練を実施します。 

◇ 保育園などに通園しながら療育訓練ができる場を提供するとともに、保育園など

に直接出向いて指導・支援を行なっていきます。 
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福
祉
の
村 

市内小児科医 
岡崎市民病院 
第二青い鳥学園 
あいち小児保健医療総合センター 等 

１歳６か月児・３歳児健診 
子ども発達サポート事業 
事後指導教室 等 

総合子育て支援 
センター 
スワンの会 等 

小中学校普通学級 
小中学校特別支援学級 
特別支援学校  

保育園 
幼稚園  

福祉サービス事業所 
相談支援事業所  

こども発達 
相談センター 

こども発達診療所 

療育部門 

めばえの家 若葉学園 

こ
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー 

臨床心理士・ソーシ
ャルワーカーが専門
相談  

作業療法士・言語聴
覚士などの専門職が
行う療育訓練 

０～２歳児 
児童デイサービス 

３～５歳児、学校保健
との連携も密に 

保育園・幼稚園での障
がい児・「気になる子」
の受け入れを支援 

連携により「個別の教
育支援計画」へ反映し、
切れ目のない支援 

研修会・交流会等により、
市内の民間サービス事業
所の技術向上を支援 

〔
総
合
相
談
機
能
〕 

障
が
い
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー 

〔
福
祉
サ
ー
ビ
ス
機
能
〕 

そ
だ
ち
の
家
・
の
ぞ
み
の
家
・ 

希
望
の
家
・
に
じ
の
家
等 

総合相談・就労移行等の
市内事業所間ネットワー
クを構築 

子育て支援事業で幅広く
発育・発達上の課題を発
見 

母子保健事業による発
見・相談・経過観察から、
発達障がい児の医療・療
育に迅速・的確に結びつ
ける 

こども発達相談センター
や診療所が、障がいの程
度による医療機能の役割
分担を適切に誘導する 

子どもの発達支援体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 「（仮称）こども発達センター」と関係機関が密に連携しながら、早期発見、診療、

療育を行っていきます。 

学校 保育園・幼稚園 
福祉サービス事業所 
・相談支援事業所 

 

医療機関 保健所・岡崎げんき館 子育て支援事業 
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「福祉の村」の相談機能のあり方 
◇ 「友愛の家」に「（仮称）障がい者総合相談センター」を設置し、障がい全体に対

応した窓口機能や、障がい者への情報提供機能が発揮できる体制を整えます。また、

各相談支援事業所との連絡調整機能として、「障がい者自立支援協議会」の運営を

実施し、協議を進めていきます。 

◇ 「（仮称）障がい者総合相談センター」と「（仮称）こども発達相談センター」と

が連携を図ることにより、切れ目のない支援ができる体制を整えます。 

ライフステージ別にみた岡崎市の相談支援体制のイメージは、次頁の通りです。 

 

今後のスケジュール案 
 

年度 項 目 

 

平成21年度 

 

◇岡崎市福祉の村基本構想（案）の策定 

整備事業開始 

１年度目 

◇岡崎市福祉の村基本構想（案）を岡崎市社会福祉審議会へ諮問 

◇基本構想を具体化するための意見聴取 

（市民・障がい者団体・福祉事業所・福祉の村職員等） 

整備事業開始 

２年度目 

◇「岡崎市福祉の村基本計画」の策定 

◇「（仮称）こども発達センター」敷地の測量・地質調査 

整備事業開始 

３年度目 

◇「（仮称）こども発達センター」基本設計 

◇「（仮称）こども発達センター」のサービス内容の検討 

整備事業開始 

４年度目 

◇「（仮称）こども発達センター」の実施設計 

◇「（仮称）こども発達センター」のサービス内容の検討 

◇診療所の認可申請手続 

整備事業開始 

５年度目 

◇「若葉学園」仮設 

◇「（仮称）こども発達センター」建築・外溝工事 

◇「（仮称）こども発達センター」開設準備事務 

整備事業開始 

６年度目（以降） 

◇「（仮称）こども発達センター」完工、供用開始 

◇「友愛の家」など他の施設について順次整備を検討 

※財政状況などによりスケジュールの変更もあります 



ライフステージ別にみた相談支援体制 

 

地域包括支援センター(11 カ所) 

【介護保険サービス等の相談支援・マネジメント】 

民生委員児童委員 ・ 身体障がい者相談員 ・ 知的障がい者相談員 

公的機関  （岡崎市役所 ・ 西三河福祉相談センター等） 

保育園・幼稚園 

児童デイサービス 

通園施設・入所施設 

小学校・中学校・高校 

特別支援学校 

入所施設 

大学・会社等 

障がい福祉サービス事業所 

入所施設 

会社等 

障がい福祉サービス事業所 

介護保険事業所（在宅サービス・施設サービス） 

ハローワーク岡崎・「障がい者就業・生活支援センター」 

【就労関係相談】 

教育相談センター 

【そよかぜ相談・ﾊｰﾄﾋ゚ｱ岡崎】 

子ども発達サポート事業 

【何でも相談・専門相談】 

事後指導教室・スワンの会 

こんにちは赤ちゃん事業 

医療機関 

各ステージをつなぐ：個別支援計画の作成・支援会議の開催・モニタリングの実施 

（仮称）障がい者総合相談センター 

【障がい者総合相談機能】（基幹型事業所） 

岡崎市障がい者自立支援協議会〔（仮称）児童専門部会・個別支援専門部会・就労支援専門部会等〕 
各ステージに必要な支援部会を設置し、協議・活動する場 

（仮称）こども発達センター 

【発達障がい専門相談機能】 

《 福祉の村 》 

  ②岡崎市社会福祉協議会・③生活支援ｾﾝﾀｰ山中・④岡崎自立生活ｾﾝﾀｰぴあはうす・⑤あちーぶ・⑥（仮）南部・⑦（仮）北部 

【相談支援事業】個別支援計画は利用者のライフステージの変化により、 

一定期間集中的な支援が必要である者等について相談支援事業所が作成 

《 相談支援事業所（地域型事業所７カ所） 》 

①第二青い鳥学園 

連携 

高齢期 成年期 学齢期 乳幼児期 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡崎市福祉の村基本構想 
【概要版】 

 

平成22年４月 

 

岡崎市福祉保健部障がい福祉課 

〒444-8601愛知県岡崎市十王町2丁目9番地 

TEL：0564-23-6155 FAX：0564-25-7650 

                メールアドレス：shogai@city.okazaki.aichi.jp 

 

 

 


